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2026年2月11日 彦根城世界遺産登録推進シンポジウム

近世城郭とは何か―軍事拠点から統治拠点へ―

三重大学特任教授 藤田達生
はじめに
藩誕生の前提＝国替→軍事拠点たる織豊城郭への入城→新城郭＝近世城郭・城下町の建設
→移転（拙著『藩とは何か』・『国替の誕生』）。
どのようにして軍事拠点に築かれた戦国城郭から統治拠点たる近世城郭が誕生したのかに
ついて具体的に検討する。

１．信長の城郭政策
・安土築城の意義…天下人の城郭の誕生
①将軍の城郭・足利義昭御所二条城からの移築＝「将軍の御館」（『信長公記』）、
②見せる城＝権威としての城→天正 9 年（1581）6 月の毛利氏家臣玉木吉保の安土城「見
物」（「身自鏡」）→伊勢参詣途次に立ち寄る。摠見寺の参拝をさすか。
③プレ「天下普請」（麾下大名とその領民の動員）による諸大名への築城技術の講習（史
料①）→秀吉の大坂城・聚楽第。伏見城築城、家康の江戸城、伏見城、駿府城へ
・どのような過程を経て城郭が私有の対象ではなくなったのか？
鉄炮戦＝軍事革命が浸透するなかで、戦国大名さらには信長などの天下人が、従軍した

兵士たちに兵粮米と鉄炮・火薬・玉を用意せねば戦えなくなる→戦いの長期化と高価な鉄
炮と火薬・玉の需要に、個別領主では対応できなくなる→城将が派遣される諸城郭（支城
や付城・陣城など）への、兵粮米と鉄炮・火薬・玉の備蓄が不可欠。
天正６年に秀吉は三木城包囲の付城群を普請するが、「別所居城三木への取出の城 （々付

城群）へ兵粮米・鉄炮・玉薬・普請等」を命じている（『信長公記』）→信長とその配下
の秀吉ら軍団長は、莫大な戦費を消費→鉄炮戦の浸透と大規模化にあわせて、大量の兵粮
米と鉄炮・火薬・玉はセットで城郭に保管されるようになる。

年･月･日 記載 出典
1・3・7 信長、摂津中島城に鉄炮・火薬・兵粮米を入れるよう命じる 細川文書
3・9・－ 信長、越前国主柴田勝家に対して城郭への 5年も 10年も耐えるよ 信長公記

うな武具・兵粮米の備蓄に心がけるよう命じる。
6・12・－ 秀吉、播磨三木城の付城に兵粮米・鉄炮・火薬を入れるよう命じ 信長公記

る
8・9・11 秀吉、因幡鹿野城の亀井茲矩に但馬から兵粮米千石を入れること 亀井文書

を伝える。
8・9・17 秀吉、福屋彦太郎に対して伯耆羽衣石城に 150人分の兵粮を入れ、福屋文書

200人分を追加することを伝える。
9・10・10 秀吉、黒田孝高に阿波木津・土佐泊両城に兵粮米と火薬を入れる 黒田家文

よう命じる 書
9・11・－ 秀吉、伯耆羽衣石・岩倉両城に兵粮米・火薬入れるように命じる 信長公記
9・12・8 秀吉、因幡鹿野城の亀井茲矩に火薬 30 斤・鉛 30 斤・中筒 2 挺渡 亀井文書

す（30斤＝約 24㎏）
10・3・－ 信長、甲斐・信濃両国の諸城郭に鉄炮・火薬・兵粮米の備蓄を命 信長公記

じる
表①信長段階の兵粮米と鉄炮・火薬・玉の備蓄（年は天正）

表①から兵粮米と鉄炮・火薬・玉の備蓄については、陣城・付城に臨時に備えるという
ありかたから、政権として諸国の主だった城郭に常時大量に備蓄するというありかたへと
転換→豊臣期にはシステム化され、江戸時代の諸藩における城米備蓄・城付武具装備の制
度へ→莫大な戦費が必要となり、一大名が戦争をしかけることが無意味化。
天正３年９月日付で信長が越前国主とした柴田勝家に与えた国掟（『信長公記』）の第

６条…信長は勝家に対して「大国を預け置く」と、すなわち大国である越前を給与するの
ではなく預け置く（傍線部）と表現→信長は、大国を預けた勝家のような国主大名の任務
として、「武具・兵粮嗜み候て、五年も十年も慥かに拘うべき分別勿論に候」と、国内の

たし かか ふんべつ

城郭への５年も 10年も耐えるような武具・兵粮米の備蓄に心がけるよう命じている。
陣城・付城には、特定の城主がいないように、高価な鉄炮や火薬・玉、そして籠城用の

兵粮米などは、参陣した武士個人が用意するのにはなじまず、天下人信長が勝家をはじめ
とする宿老クラスの重臣に指示して拠点城郭に大量に備蓄する。
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・信長の仕置…信長段階では一国単位で城郭破却をおこない、抵抗拠点を破壊して統治拠
点を一郡で数カ所に統合し、そのうえで指出を執行して、それを集計した指出帳（一紙目
録）に田畑・屋敷の面積・石高・名請人（貢納者）などのデータ（必ずしもすべて揃って
いるわけではない）を登載。そのうえで、大名・領主に領知権（領地・領民・城郭）を石
高で預けることを開始→城郭が「天下の城」へと変質→スライド参照

国名 城割 指出 配置大名 備考
越中 ○ ？ 佐々成政 天正９年、菅屋長頼を「御奉行」として一国城割を命じる。
能登 ○ ○ 前田利家 天正９年、菅屋長頼を「御奉行」として一国城割を命じる。

天正 10年、利家検地を開始する。
加賀 ？ ○ 柴田勝家・ 天正９年７月北加賀検地を勝家、同年９月南加賀検地を盛

佐久間盛政 政が担当。
越前 ？ ○ 柴田勝家 天正５年に惣国検地実施。なお朝倉氏段階で城割志向。
若狭 ？ ○ 丹羽長秀 天正９年から検地が開始される。
尾張 △ ？ 織田信忠 天正 6年、信長は尾張出身で安土に単身で居住している馬

廻・弓衆 120人の城館を破却し、家族を安土に強制移住さ
せた。

伊勢 ○ ？ 織田信雄等 滝川一益による検地に関する伝承あり。
伊賀 ○ ？ 織田信雄・ 信長、天正９年９月の伊賀攻めによって伊賀惣国一揆を解

織田信包 体し、一国城割を命じる。戦後、信雄が四郡の内三郡を、
織田信包が山田郡を得る。

近江 ？ ○ 明智光秀等 天正８年蘆浦観音寺（蔵入地）や天正９年安治村（蔵入地）
で確認される。

大和 ○ ○ 筒井順慶 天正８年８月、信長が一国城割令。同年 10月、検地終了。
上使明智光秀・滝川一益、今井寺内町の「土居構」を崩す。

山城 ？ ○ 明智光秀等 天正８年仁和寺で確認される（滝川一益・明智光秀に提
出）。光秀、上山城衆を支配する。

摂津 ○ ○ 池田恒興 天正８年８月、信長が一国城割令、検地に高山重友関与。
河内 ○ ？ 三好康長 天正８年８月、信長が一国城割令。天正３年にも塙直政が

一国城割執行。三好康長が高屋城を拠点とする。若江城や
私部城など拠点城郭も城割。

和泉 ○ ○ 織田信張・ 信長、検地に伴う国人領主の知行替実施、上使堀秀政。岸
蜂屋頼隆 和田城に織田信張と蜂屋頼隆が城代として配置。

丹波 ○ ○ 明智光秀 天正８年に城割令。光秀、天正９年に城割に従わなかった
国人領主と一族を処分。軍法を制定。

丹後 ○ ○ 細川藤孝 天正８年８月、信長が細川藤孝の居城丹後宮津城を指定。
但馬 ？ ○ 羽柴秀長 天正８年検地帳伝存。
播磨 ○ ○ 羽柴秀吉 天正８年４月、秀吉が城割を命ず。信長が羽柴秀吉の居城

を播磨姫路城に指定。天正 8年検地帳伝存。
表②信長仕置の実態

年 大名 旧城→新城 備考
１ 丹羽長秀 近江佐和山→若狭後瀬山 織豊系城郭へ改修、近江佐和山城も預かる
３ 柴田勝家 近江長光寺→越前北庄 織豊系城郭として築城
８ 細川藤孝 山城青龍寺→丹後八幡山 明智光秀が新拠点丹後宮津城の縄張りを打つ
９ 前田利家 越前府中→能登七尾 上使菅屋長頼、織豊系城郭へ改修
９ 佐々成政 越前府中→越中守山 上使菅屋長頼、後に越中富山城に入る
９ 池田恒興 尾張犬山→摂津伊丹 織豊系城郭へ改修、摂津兵庫城も築城
10 滝川一益 伊勢長島→上野厩橋 東国取次となる
10 河尻秀隆 美濃岩村→甲斐躑躅ケ崎 織田信忠付となる、甲斐岩窪館説あり
10 森長可 美濃兼山→信濃海津 織田信忠付となる、弟成利が兼山城主となる

表③信長重臣の国替（年号は天正）

２．豊臣政権の城割と築城
天下統一戦の進捗→領地・領民・城郭は特定の領主に属するものではなく天下に属する

ようになる→天下統一戦を通じて全国規模に拡大。

国名 居城 大名 国替 関係 備考（単位万石）
越中 富山 前田利長 ○ 服属 前田利家嫡子（四）

― 佐々成政 ○ 服属 北国国分により在大坂、新川郡を得る
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（四）
能登 七尾 前田利家 × 服属 （四）
加賀 金沢 前田利家 × 服属 半国（四）

大聖寺 溝口秀勝 × 服属 （4.4）、堀秀政与力、元丹羽長秀与力
「1560、1561」天正 11 年に若狭国吉か
ら国替。

小松 村上頼勝 × 服属 （9.1）、堀秀政与力、元丹羽長秀与力〔1
67〕

越前 北庄 堀秀政 ○ 服属 （29）、旧信長近習、近江佐和山から国
替「1565」（四）

東郷 長谷川秀一 ○ 服属 （15）（四）、旧信長近習
府中 木村常陸介 ○ 直臣 （10）（四）、若狭佐柿国吉から国替
大野 金森長近 × 服属 （５）（四）、翌年飛騨高山に転封
敦賀 蜂屋頼隆 ○ 服属 （５）（四）
？ 溝江長氏 × 服属 （0.3）秀吉馬廻「1566」

若狭 小浜 丹羽長重 ○ 服属 （12.3）丹羽長秀嫡子、越前北庄から国
替〔167〕（四）

飛騨 ― 佐藤秀方 × 服属 在美濃（四）
美濃 大垣 一柳直末 ○ 直臣 羽柴秀次年寄（四）、近江瀬田から国替
伊勢 松ヶ島 蒲生氏郷 × 直臣 （12）天正 12年に近江日野から国替
伊賀 上野 筒井定次 ○ 服属 羽柴秀長与力、大和郡山から国替〔282〕

（四）
近江 八幡 羽柴秀次 ○ 一門 （43）、秀吉養子「1582」（四）

水口 中村一氏 ○ 直臣 羽柴秀次年寄（四）、信楽の多羅尾光俊
をはじめ甲賀衆改易（『多聞院日記』な
ど）

佐和山 堀尾吉直 ○ 直臣 （４）、羽柴秀次年寄「1577」（四）
長浜 山内一豊 ○ 直臣 （２）、羽柴秀次年寄「1579」（四）
坂本 浅野長吉 ○ 一門 （0.7）、京都奉行「1575」

大和 郡山 羽柴秀長 ○ 一門 秀吉実弟〔282〕（四）
河内 ― 直轄領 ― （四）
和泉 岸和田 羽柴秀長 ○ 一門 小出秀政城代
摂津 ― 昵近衆 ○ 直臣 脇坂安治・加藤嘉明・大島光義・加藤清

正・水野勝成・猪子一時などの旗本衆へ
の所領宛行・替地あり（四）

紀伊 和歌山 羽柴秀長 ○ 一門 桑山重晴城代（四）
丹波 亀山 羽柴秀勝 × 一門 秀吉養子（信長五男）
丹後 宮津 細川忠興 × 服属 細川藤孝嫡子
但馬 出石 前野長康 ○ 服属 播磨三木から国替（四）

竹田 斉村政広 ○ 服属 別名赤松弥三郎（四）
八木 別所重棟 ○ 服属 （四）
豊岡 明石則実 ○ 直臣 （四）

播磨 ― 過半近習 ― ― （四）
三木 中川秀政 ○ 服属 （6.5）、摂津茨木から国替「1597」（四）
明石 高山重友 ○ 服属 摂津高槻から国替〔327〕（四）
室津 小西行長 ○ 直臣
竜野 福島正則 ○ 直臣 （四）

備前 岡山 宇喜多秀家 × 服属 美作･備中東部も支配
淡路 洲本 脇坂安治 ○ 直臣 （四）

志知 加藤嘉明 ○ 直臣 （四）
阿波 一宮 蜂須賀家政 ○ 直臣 （四）

住吉 赤松則房 ○ 服属 播磨置塩から国替
讃岐 聖通寺 仙石秀久 ○ 直臣 淡路洲本から国替（四）

十河 十河存保 × 服属 仙石秀久与力（四）
伊予 湯築 小早川隆景 ○ 服属 翌年から湊山城築城（四）

― 安国寺恵瓊 ○ 直臣 在国せず
来島 来島通総 × 服属
鹿島 得居通幸 × 服属

土佐 岡豊 長宗我部元親 × 服属 秀長幕下、四国国分で大幅減封（四）
表④天正 13年閏８月国替一覧
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（ ）内の数字は石高。〔 〕内の数字は典拠史料が収録されている『大日本史料』第 11
編― 19の綱文の頁数。〈 〉内の数字は『大日本史料』第 11編― 20の綱文の頁数。「」
内の数字は『豊臣秀吉文書集』の文書番号、（四）は、「四国御発向并北国御動座記」。

秀吉は天正 13年７月 11日に関白に任官、天下人の立場から全領規模の国替を断行。北
は北国から南は四国に及ぶ諸大名、合計 33家がその対象となった。
・伊予の事例
小早川隆景は伊予一国を秀吉政権の上使（天下人の代官、黒田孝高･蜂須賀正勝）から

請け取り、天正 13 年９月から同国支配に本格的に着手→９月 29 日に隆景は、「上衆」す
なわち上使の指示であることを理由に、桑村郡壬生川城（愛媛県西条市、以下愛媛県内の
地名は県名を略す）の外構まで取り除くべきことを家臣に命令（「湯浅家文書」）。11 月１
日には、村上武吉・元吉父子に対して越智郡の務司・中途両城（ともに今治市）を引き渡
すように指令。
隆景の城割は、秀吉の仕置令（豊臣領化のための一国単位の城割・検地令）を受けての

ものであり、村上水軍の城郭までも対象として、急速かつ強硬に実施された。この城割は、
翌天正 14年の春には最終段階となったことが、天正 14年３月５日に隆景が重臣乃美宗勝
にあてた書状（『萩藩閥閲録』）から読み取ることができる（史料②）。
その第三条には、「当城（伊予支配の拠点として築城中の湊山城、松山市）」をはじめ

として 10 カ城を指定して、しかも２万貫以上の領地をもつ城郭以外は、破却すべきこと
とが記されている→軍事拠点に立地しかつ十分な城領に根ざした城郭のほかは役にたたな
いとする、隆景の城割政策が伝わってくる（伊予国は 14郡）→画期的な城割。

宇和郡 喜多郡 中予 10郡 新居・宇摩郡 瀬戸内海
戦国末期 西園寺氏・黒瀬城 宇都宮氏・地蔵ケ岳城 河野氏・湯築城 石川氏・高峠城 来島氏・来島城

天正 13年 小早川氏・湊山城 安国寺恵瓊

〔四国国分〕

天正 15年 戸田氏・大津城 福島氏・国分山城 豊臣蔵入地・代官所湯築城

〔九州国分〕

文禄４年 藤堂氏・板島城 加藤氏・松前城 池田氏・国分山城 豊臣蔵入地

〔朝鮮出兵〕

慶長３年 小川氏・国分山城 吸収

慶長５年 藤堂氏・今治城 加藤氏・松山城 改易 転封・廃城

〔関ヶ原合戦〕

慶長 13年 富田氏・板島城 脇坂氏・大津城 藤堂氏・今治城

慶長 19年 伊達氏・宇和島城

元和３年 加藤氏・大洲城

元和 9年 新谷藩・新谷陣屋

寛永４年 蒲生氏・松山城

寛永 12年 松平氏・松山城

寛永 13年 松平氏・今治城 一柳氏・西条陣屋

明暦３年 吉田藩・吉田陣屋

〔伊予 8藩〕 宇和島藩 吉田藩 大洲藩 新谷藩 今治藩 松山藩 松平氏・西条藩 小松藩・小松陣屋

10 3 6 1 3.5 15 3 1

明治４年 廃 藩
図①伊予八藩と藩庁の系譜図（数字は石高、単位は万石、註：豊臣旗本領を除く）

伊予において戦略拠点から統治拠点への城郭移転は、慶長５年９月の関ヶ原合戦以降→
家康による国替が本格化＝戦争によらない天下統一へ（拙著『国替の誕生』）。あわせて
支城の整理が進む。ただし、戦略的な支城（境目城郭→塩泉城・甘崎城など）は存置。城
割は畿内近国から西国地域へ進む。大坂の陣までに進展。その後は「古城」が対象。
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３．天下の城の創出
・天下普請の意義

年 配属大名 格 旧城 新城 備考
５ 池田輝政 親藩系 三河吉田 播磨姫路 14 年竣工、同時期に自領内の明石

外様 城・高砂城・赤穂城・備前下津井
城を改修して東瀬戸内海を監視

６ 戸田一西 譜代 武蔵鯨井 近江膳所 近江大津城に入城後、６年から助 ○
役普請

６ 奥平信昌 譜代 上野小幡 美濃加納 ７年から 10年まで、助役普請、岐
阜城などの建造物を移築

６ 井伊直政 譜代 上野高崎 近江彦根 近江佐和山城に入城後、９年から
11 年頃まで、天下普請、大津城や
佐和山城などの建造物を移築

６ ― ― ― 二条 ６年から 11年まで、天下普請、板
倉勝重と中井正清が関与

12 ― ― ― 伏見 ６年から 11年まで、天下普請、中 ○
井正清が関与、12 年から松平定勝
が在番

11 内藤信成 譜代 駿府 近江長浜 廃城を再建、北国方面の監視
12 徳川義直 家門 甲府 名古屋 松平忠吉の遺領を継ぐ。尾張清須 ○

城に入城後、15年から 17年まで、
天下普請、清須城などの建造物を
移築

13 藤堂高虎 譜代系 伊予今治 伊賀上野 16 年から改修、今治城などの建造 ○
外様 物を移築

13 藤堂高虎 同上 伊予今治 伊勢津 16 年から改修、今治城などの建造 ○
物を移築

13 藤堂高吉 同上 伊予塩泉 伊予今治 同国甘崎城の須知氏とともに福島 ○
正則を監視

13 松平康重 家門 常陸笠間 丹波篠山 丹波八上城に入城後、14 年 9 月に ○
竣工、天下普請、八上城などから
建造物・石材を移す、山陰方面の
監視

14 岡部長盛 譜代 下野山崎 丹波亀山 15 年に改修、天下普請、今治城天 ○
守を移築、山陰方面の監視

14 脇坂安治 譜代系 淡路洲本 伊予大津 高虎の家康に対する献策で、加増 ○
外様 のうえ国替。天守をはじめとする

本丸建造物群は、洲本城から移築
した可能性大（規模・配置が同じ）

15 松平忠明 家門 三河作手 伊勢亀山 改修
15 池田忠雄 親藩系 ― 淡路岩屋 新規築城、明石海峡の監視

外様

18 池田忠雄 同上 淡路岩屋 淡路由良 岩屋城を廃し、新規築城、紀淡海
峡の監視

19 藤堂高虎 譜代系 ― 伊予板島 藤堂良勝を派遣して在番、大坂の ○
（預地） 外様 陣に備えて改修、九州大名の監視

表⑤大坂包囲網と天下普請関係城郭（年は転封年次、年号は慶長、○藤堂高虎関与）

・丹波篠山城（兵庫県丹波篠山市）の場合…織豊城郭・丹波八上城（同左）からの移転（石
垣・建物）築城→篠山盆地の南端から中央に進出→大坂方に対する備え。藩領支配の拠点。
◎築城体制 出典「篠山城記」（『大日本史料』12編― 6、慶長 14年 9月条）
縄張藤堂高虎 目付松平重勝、浅野幸長 使者番福島正則、玉虫勝茂 奉行石川重次、内
藤忠清
手伝 13カ国の大名衆、石工 穴太衆（筑後・三河・駿河）、割普請 ８万人
経過 慶長 14 年 6 月朔日鍬始～ 6 月 20 日「根切（地盤を掘削する土工事）」～ 7 月 9 日
「根石始メ」～ 9月 18日「大着到」「御普請割配ス、諸勢八万人有ト云」～ 10月 5日「奉
行衆、諸国大名衆御帰国」～ 12月「周防守殿（新城主松平康重）笹山新城へ移徙仕給ふ」
→各 3ヶ月で石垣普請、建物作事終了。
天下普請は、諸大名に対する築城技術の講習会としての機能を持った→篠山城の場合は、
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特に高石垣と馬出（3カ所）の普請。
・近世城郭（藩庁）の誕生―藤堂藩・慶長 16年の伊勢津城（三重県津市）の場合―
①天下人への伺い→二、三の候補地を提案…鬼が塩屋・渋見・津（いずれも津市内）
萩藩の場合→慶長 8年に山口の高峯、防府の桑山、萩の指月を候補地として提案→地元を
知る藩主側に提案させて天下人が最終決定するかたちをとる。
②藩領内の政治・流通拠点を選択→伊勢街道・伊勢別街道・伊賀街道と海運の結節点。
③周辺寺社との連携…専修寺（北の抑え、真宗高田派本山）、観音寺（城の鬼門、門前に
伊勢街道をつなぐ）、津八幡社（安濃津鎮守社）→同時に災害時の避難所として機能。
④天守（富田氏時代のものを利用）、御殿建設、高石垣・馬出（西の丸）を普請。
⑤近隣の城割対象の城郭の資材（石垣・建造物）を活用する…支藩伊予今治藩（２万石・
藩主藤堂高吉）の藩庁・今治城の外郭城門（京口門・伊賀口門・中島口門）や武家屋敷を
解体移築→伊勢・伊賀領には本城クラスの支城上野城と名張「古城」しかなかった。

至関 至日永
専修寺

伊勢別街道 伊勢街道
Ｎ 中世伊勢街道
▲ 敵対勢力

四天王寺

塔世川（安濃川）

桜川 惣構ライン 中河原村

至伊賀街道
武 家 地 検 低 湿 地

校 観音寺

玉置丁 丁

北堀端

外堀 大 魚 中 西来寺

家中屋敷 京口（大手門） 門 町 町

上宮寺

中 中 魚 浜

新 蔵 拡張部分 家 之 町 町 堀 寺
丁 西 屋 西の丸 本丸 東の丸 中 番 真光寺

堀 敷 （馬出） 御殿 屋 人
端 敷 宿 南 浜 正見寺

天守 屋 世 地 川 町
伊 古

賀 家中屋敷 下 地 大 天然寺

街 内堀 台 頭 世 浜

道 伊賀口 所 鯔堀 領 古 光徳寺

中 中島口 丸之内 分部

新 昌泉院

丁 南堀端 （寒松院）

新 一～四番町 鯔堀堤 築地

堀 枕丁

瓦や村 狼煙場 岩田川 岩田橋

武 伊 伊 武 船入
家 予 予 家 （軍港）

地 岩 岩 地
田 田

低 湿 地
津八幡神社

至伊勢神宮
図②藤堂氏時代（寛永期）の津城下町概念図（範囲:東西約 1.5×南北約 2キロメートル）
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Ｎ 至関 至関 至日永
▲

伊勢別街道 伊勢街道

藩境 一身田 卍 伊
寺内町

至 木津川 大 観音寺 勢
京 山 和 卍
都 城 上野城 街 海
領 道

長野峠 津城

至 大和街道 伊賀 街道
奈 至
良 大 城下町 奈 城下町 江
和 〈上野〉 良 〈津〉 津八幡 戸
領 街 ・

道 駿
参宮表街道 青山峠 城下町 府

名張 阿保 久居
至 城下町 在郷町

大 伊賀領 伊勢領
坂

松坂
城下町

国境 至伊勢神宮
図③藤堂藩領内都市・街道概念図

むすび→コンパクトシティとしての近世城下町→徒歩圏内での生活を実現
①「天下の城」の誕生…軍事革命への対応による天下統一事業→天下人のみが交戦権をも
つ。天下統一戦による「仕置」→城郭の収公＝城割と築城→国家的官僚としての大名（藩
主、天下人から石高で領知を預かると同時に五位以上の公家）に「天下の城」を預ける→
藩の誕生→彦根藩・藤堂藩が嚆矢。
②「一国（藩）一城」へ…慶長 20年「諸国城割令」による城割→支城・「古城」の破却が
急速に進む→重臣層から城郭を取り上げた結果でもある。戦国城郭＝軍事拠点（山城、移
動を意識）→近世城郭＝藩領支配の拠点＝永続的な統治拠点としての藩庁へ→国絵図・城
絵図で幕府が掌握。藩士と町人による城下町祭礼の意義、近世城下町＝天下泰平ばかりか
近代化を支える…城郭→官庁街、藩校→高校・大学→文教地区形成、町人地の発展。
〔参考〕（拙著『藩とは何か』より）
関ヶ原の戦いから大坂の陣を経て、政権は豊臣氏から徳川氏へと移行するが、徳川家

康・秀忠父子にとって、諸大名をどのように編成するのかが最大の問題となった。当然、
一門・譜代の統制と西国の外様大大名の編成とでは、それぞれ異なった論理を用いて進
めた。
藩の誕生との関わりからは、後者の編成のための基地となった上方周辺の大名の配置

に注目せねばならない。すなわち、関ヶ原の戦いの後の大名配置として、京都以西に一
門・譜代を置くことができなかったことが出発点となる。
家康が、豊臣家大老を辞して駿府に隠居したのが慶長十一年九月である。この時点で

東国政権の最前線となりうる存在は、近江佐和山城に配された譜代の井伊氏だった（略）。
家康の駿府入りに呼応するように、慶長十三年に伊予今治から伊勢・伊賀の二十二万

石に国替えしたのが、高虎だった。家康は、同年の十一月五日付で高虎に領知判物を与
えている。（略）
このようにして、家康が不在となった京都周辺を任された井伊氏と藤堂氏が、最前線

を守る藩屏としての役割を担うのだった。
〔参考文献〕
福田千鶴『城割の作法』吉川弘文館、2020年
拙著『藩とは何か―「江戸の泰平」はいかに誕生したか』中公新書、2019年
同『国替の誕生―天下人たちの藩づくり』塙書房、2025年
同『藤堂高虎―侍は討ち死に仕り候が本儀ニ候』ミネルヴァ書房、2026年
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史料編
史料①（『管浦文書』1256）
舟のくさりなわ・くさりたゝミ・こも以下候者、持可来候、へいのすさの用候、以上、

於安土普請可申付用、ばう・もつこ令用意、中三日雑意仕、屋並ニ可罷越候、不寄出家一
人も不越者、於在是者、堅可令違乱候、恐々謹言、

十月晦日 孫五郎
（ 阿 閉 ）

貞大（花押）
淡路守

（ 阿 閉 ）

貞征（花押）
菅浦（滋賀県長浜市）

地下人中

史料②（「浦家文書」）
（追而書略）

一、曽根、恵良、しらされ三ケ所之儀者、破却ニ相澄、道具以下當城へ可取越候、御思案
（ 白 実 ）

之旨候者、可承候、
一、祖母谷、瀧之城、下須戒、是も一所相縮度候、何を拘何を可相捨候哉、思召所承、引
合可致儀定候、

一、当城、大津、せり、本尊、興居島、賀島、来島、小湊、櫛辺、壬生川、是も十ケ所
（千里） （鹿）

之事ニ候、肝要之持所たに相拘候へハ、あいへの儀ハ、さのミ不入事候、第一領地も
有間敷之条、持ちくさし候て、役に立間敷候、十ケ所も二万貫余之儀ならてハ成間敷候、

（略）
三月五日 隆景（花押）
（天正十四年）

「（墨引） 乃美まいる 隆景（花押）」
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事例報告１「近世城郭としての和歌山城」 作成：伊津見孝明

庭園

名称 和歌山城

所在地 和歌山市一番丁

所管大名

豊臣：天正13(1585)～文禄4(1595)

桑山：文禄4(1595)～慶⾧5(1600)

浅野：慶⾧5(1600)～元和5(1619)

徳川：元和5(1619)～

石高（1664

時点）
555,000 来歴

1585新規築城

1798天守改装

1846天守焼失

1850天守再建

1871廃藩置県

土地の保護

措置
史跡 

領域におけ

る城の位置

藩領における位置：紀伊国北端に位置

街区における位置：街区の中央

交通網との関係：紀の川に隣接、大和街道の起点及び終点

堀・城壁等

内堀：本丸御殿及び二の丸御殿等と重臣屋敷を区分 南側を除いて現存

外堀：重臣屋敷と城外を区分 一部現存

天守
関ヶ原の合戦後に構築 非現存(昭和20年に空襲で焼失、昭和33年に鉄筋コンクリート造で再建)

櫓など

第一郭(外郭)の外縁に0棟、西の丸に3棟・第二郭(内郭)の外縁や虎伏山上に56棟配置

現存している櫓なし

その他の施

設

能舞台・茶室 城内第一郭（西の丸）に存在(非現存)

御橋廊下 城内第一郭～第二郭(二の丸～西の丸)に存在(非現存・復元)

評定所 城内第一郭(外郭)に存在(非現存)

御殿

本丸御殿 台所は城外へ移築／地下遺構が残存するかは不明

二の丸御殿 地下遺構が残存

西の丸御殿 地下遺構が一部残存

重臣屋敷

位置：城内第一郭（外郭）

残存している屋敷なし／地下遺構が残存／佐野家屋敷のものと思われる⾧屋の一部が城外に移築現存

／江戸時代を通じて屋敷の所有者の大半に移動は見られず／複数の屋敷を所有している重臣の場合、上屋敷

が城内に、中屋敷と下屋敷が城外にそれぞれ立地。

本丸中庭  城内第二郭(本丸)に存在、石組のみ大正時代に松の丸に移築されて現存

二の丸大奥中庭・坪庭 城内第二郭(二の丸)の地中に現存

西之丸庭園 城内第二郭（西の丸）に現存（名勝）

藩校 湊講館（正徳3(1713)）→学習館（寛政3(1791)名称変更の上で再興）／城外に位置
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事例報告２「近世城郭としての高松城」 作成：大嶋和則

庭園

名称 高松城

所在地 香川県高松市玉藻町

所管大名
生駒：天正16（1588）～

松平：寛永19（1642）～

石高（1664

時点）
120,000 来歴

1588新規築城開始

1670天守改築

1671東の丸・北の丸新造

1871廃藩置県

土地の保護

措置
史跡

領域におけ

る城の位置

藩領における位置：領内中央で瀬戸内海に面する

街区における位置：街区の北辺

交通網との関係：瀬戸内海に面し舟入を有する 外堀常盤橋を起点に讃岐五街道

堀・城壁等

内堀：本丸・二の丸を区画 本丸・二の丸西側部分は埋立て

中堀：御殿をはじめ藩施設と上・中級武家屋敷などを区分 大半が埋立てられ一部のみ残る

外堀：上・中級武家屋敷とそれ以外の武家屋敷及び町人地を区分 すべて埋立て（地割は残る）

天守

生駒期 建築時期・構造等不明（絵図では3重に描かれる）

松平期 正保4（1647）斧初め、寛文10（1670）完成 3重４階＋地下１階 層塔型 唐造（南蛮造）

    総塗籠 高さ13間半（約26.6m） 明治17（1884）解体

櫓など

本丸の外縁に4棟・二の丸の外縁に5棟・三の丸の外縁に１棟、桜の馬場の外縁に2棟、西の丸の外縁に1

棟、北の丸の外縁に2棟、東の丸外縁に2棟配置

北の丸月見櫓・渡櫓、旧東の丸艮櫓（太鼓櫓跡に移築）の3棟及び水手御門（いずれも重文）が現存

御殿

生駒期～松平初期 御殿 位置：本丸→本丸・二の丸 対面所 位置：桜の馬場東端

松平期 対面所機能を抱合した御殿（披雲閣）を新造（遅くとも元禄13（1700）までに完成）

    位置：三の丸

明治期 披雲閣解体

大正期 大正6（1917）高松松平家が同位置に御殿風の別邸（名称は同じ披雲閣）を建築（重文）

重臣屋敷

生駒期 位置：桜の馬場・西の丸・外曲輪（中堀沿い）

松平期 位置：外曲輪、一部城外（西の丸西側）、城下の南西や東端に下屋敷

    地下遺構は周知の埋蔵文化財包蔵地として発掘調査（松平大膳家上屋敷跡など）で記録保存

生駒期 城内：不明

    城外：城下町南西 栗林荘の前身となる庭園が整備されていたとされるが詳細は不明

松平期 城内：三の丸（御殿に伴う庭）

       絵図に築山が描かれる 一部を利用し大正6（1917）に披雲閣庭園作庭（名勝）

    城外：城下町南西 栗林荘

       延享2（1745）まで歴代藩主が作庭 栗林公園として現存（特別名勝）

藩校

講堂（元禄15（1702））→一時中断→元文2（1737）再開→講道館（安永8（1779））→天保3（1832）聖

廟建築→明治4（1871）廃止

城外（武家屋敷南端）に設置

建物は現存しないが、文久２（1862）に11代賴聰が藩校のいわれを記した石碑が残る

その他の施

設

舟入 外堀の東は商業港として、西は軍港として設置（東側は東浜港として名残をとどめる）

奉行所 外曲輪南東隅（発掘調査により記録保存）

上水設備 17世紀中ごろには整備 亀井戸、大井戸、今井戸などを水源とし、城下に各戸配水
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参考資料 作成：彦根城世界遺産登録推進協議会

名称 彦根城

所在地 滋賀県彦根市金亀町

所管大名 井伊：慶⾧9(1604)～
石高（1664

時点）
300,000 来歴

1604佐和山城を廃城し

   新規築城開始

1606頃天守完成

1615頃表御殿完成

   重臣屋敷第二郭のみに

1677玄宮園造営

1871廃藩置県

土地の保護

措置
特別史跡（彦根城跡）＋名勝（玄宮楽々園）

領域におけ

る城の位置

藩領における位置：琵琶湖東岸北部に位置

街区における位置：街区の北辺

交通網との関係：松原内湖を介して琵琶湖と接続 下街道と連絡路を介し接続

堀・城壁等
内堀：天守・御殿がある第一郭と重臣屋敷等がある第二郭を区分 最大幅 完存

中堀：重臣屋敷等がある第二郭と街区を区分 最大幅 完存

天守

当初計画で第一郭の中心（本丸）に構築

完成：慶⾧11（1606）高さ約15.5m 3層3階建て 現存（国宝）

付櫓・多門櫓（どちらも1階建て）が接続

櫓など
第一郭：外縁に９棟・山上郭群（本丸他）に15棟  第二郭：外縁に19棟配置

太鼓門櫓、天秤櫓、西の丸三重櫓（以上第一郭、いずれも重文）、佐和口多聞櫓（第二郭、重文）が現存

御殿

鐘の丸広間 造営：慶⾧9(1604)以降 位置：第一郭（鐘の丸） 現存せず

御広間 造営：慶⾧11(1606)以降 位置：第一郭（本丸）天守横

 表御殿造営後は作事方木材倉庫・筋方文庫に転用 現存せず

表御殿 造営：元和8(1622)頃 位置：第一郭（本丸下）能舞台（移築→現地に再築）以外現存せず

 地下遺構が指定地内に残存 彦根城博物館として外観を復元（一部内部復元）

重臣屋敷

慶⾧9(1606)～ 位置：一部を城内第一郭（西部・南部）、それ以外は城内第二郭（内曲輪南部）

元和年間以降 位置：城内第二郭（内曲輪）のみに限定 ※主に南部・東部

 3棟のみ残存 地下遺構が指定地内に残存

玄宮園

造営：延宝5(1677) 位置：城内第二郭（内曲輪）  現存（名勝）

藩校

稽古館（寛政11(1799)）→弘道館（天保元(1830)名称変更）

位置：城内第二郭（内曲輪）西部 現存せず 地下遺構が指定地内に残存

  ※建物の一部が城外に移築

その他の施

設

馬屋

位置：城内第二郭（内曲輪） 現存（重文）

庭園
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特別史跡彦根城跡赤色立体地図（令和７年３月作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

彦根城世界遺産登録推進協議会 

事務局 滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 

        彦根城世界遺産登録推進室 内 

〒520-8577  滋賀県大津市京町四丁目１－１ 

      TEL  077-528-4682 

       e-mail: hikonejo@pref.shiga.lg.jp 


